
令和４年度第１回東京都後期高齢者医療広域連合 

選挙管理委員会定例会 送付資料の説明について 

  

標記の件について、送付資料の説明をさせていただきます。 

 

●資料１「選挙管理委員会概要（令和４年度版）」 

 この概要は、委員の皆様及び関係者に対し、選挙管理委員会の組織や主要事業等につ

いて周知を図るため、また、職員の事務を進めるうえでの手引きとして作成しており、

毎年、必要に応じて改訂を行っています。 

今回、送付させて頂きました「選挙管理委員会概要（令和４年度版）」については、

昨年度、令和３年度第１回東京都後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会定例会にて配

布させて頂きました「選挙管理委員会の概要（令和３年度版）」の内容を時点更新した

ものとなります。 

 

●資料２「窓口２割負担の導入について」 

現在、医療機関等の窓口での支払いは医療費等の１割または３割となっていますが、

１割負担の方で一定以上の所得のある方の窓口負担割合を２割とするものです。 

ただし、長期頻回受診患者等への配慮措置として、２割負担への変更により影響が大

きい外来患者について、施行後３年間、１月分の負担増を、最大でも３，０００円に収

まるような負担軽減措置（配慮措置）を導入いたします。 

「２ 施行日」については、令和４年１０月１日からとなりました。これに伴い、配

慮措置の対象となる期間は、同日から令和７年９月３０日までとなります。 

「３ 対象者の判定時期の見込み（東京広域の場合）」について、東京広域では令和

４年８月下旬頃を見込んでいます。 

 「４ 今後の取組」でございますが、３点あります。 

まずは、「(1) 被保険者証の送付について」です。 

項番３で説明したとおり、窓口２割負担の対象者の判定時期が令和４年８月下旬頃に

なるため、令和４年度については、被保険者全員に対し、２年に１度の一斉更新である

「７月」と施行日前の「９月」の２回、被保険者証の発行・送付を行います。また、新

たに送付される被保険者証については、医療機関等の窓口や被保険者等において、区別

がつきやすいよう被保険者証の色を変更します。 

次に「(2) 配慮措置のための口座事前登録」ですが、配慮措置を迅速かつ確実に実施

するため、２割負担対象者のうち高額療養費の申請を行ったことがない方に対し、施行

日前に事前申請書を送付いたします。 

最後に「(3) 周知広報」です。 

まず、広報紙「東京いきいき通信」の７月号やホームページへの掲載に加えて、９月



にも広報紙の臨時号を発行し、被保険者の方々へ周知を行う予定です。 

また、被保険者証が２度発行・送付されることについて、ポスター等を作成し、医療

機関や市区町村等に配布し、ポスター掲示を依頼しております。なお、ポスター等の詳

細は別紙として添付していますが、別紙１がポスターでＡ３とＡ４サイズのものを作成

しており、別紙２が医療機関向けのチラシでＡ４サイズのものになります。 

次に、国が窓口負担割合の見直しに関するポスター等の作成を予定しておりますので、

医療機関等に配布し、ポスター掲示を依頼する予定です。 

最後に、(1)でご説明した被保険者証の送付時や、(2)で説明した高額療養費の事前申

請書送付時においても、国が示すひな型を基に作成したリーフレットを同封し、周知を

行う予定です。 

なお各リーフレットの内容についてですが、７月の被保険者証送付時には「被保険者

証の有効期間が短くなることに関するお知らせ」、９月の被保険者証の送付時には「窓

口負担割合の見直しに関する詳細な内容」、高額療養費の事前申請書送付時には「窓口

負担割合の見直しの趣旨と詐欺対策に関する内容」となる予定です。 

 

●資料３「各議題等に対する意見等調査票」 

 各議題に対する質問や意見等の有無について、本調査票により令和４年８月２６日

（金）までに、事務局を通じてメール等でご回答ください。 

 

●参考資料：広報紙「東京いきいき通信 Vol.32」 

 当広域連合が発行している広報紙「東京いきいき通信」の直近での発行号となります。

資料２「窓口２割負担の導入について」で説明させて頂きました「窓口負担割合の見直

し」をはじめ、後期高齢者医療制度の最新の情報を、都民に広く周知することを目的に、

例年、年２回（７月・３月）発行しており、新聞折込のほか、市区町村や関係団体を通

じて都内全域に配布をしております。 

  今号（Vol.32）は全８面で、１～３面には被保険者証の一斉更新および一斉更新に

伴う自己負担割合の判定基準に関する内容を、４～５面には令和４年度の保険料に関す

る内容を、令和４年度の窓口負担割合の見直し等の制度改正に関する内容を、６～７面

では、資料２で説明させていただいた窓口２割負担の導入および２割負担導入に伴う負

担軽減措置に関する内容を、８面（最終面）には医療費適正化関連の特集記事【いきい

きした生活は「健康なお口」から！】と題して、オーラルフレイルについての記事を掲

載しています。 

また、令和４年度については、Vol.32 の６～７面で掲載している「医療費の自己負

担割合の変更」が１０月１日に控えていることから、この制度改正の内容を再度適切に

周知広報するために、令和４年９月１０日（土）に臨時号を発行する予定です。 


